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よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

7
日
㈮
10
時
〜
12
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

5
日
㈬
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方（
マ
イ
ナ
免
許
証
の

継
続
利
用
を
希
望
す
る
方
除
く
）

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
9
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
27
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】 

※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

27
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

4
日
㈫
〜
26
日
㈬

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課

（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

☎
72・3
1
6
5

 
本
年
度
最
後
の
収
集
日
で
す
。終

了
後
は
有
料
収
集
と
な
り
ま
す
の

で
、指
定
ご
み
袋
で
燃
や
せ
る
ご
み

の
日
に
玄
関
前
に
出
し
て
く
だ
さ

い
。公
園
利
用
者
や
近
隣
住
民
の
迷

惑
に
な
り
ま
す
の
で
、公
園
に
は
絶

対
に
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

収
集
日 

19
日
㈬

※
障
が
い
や
高
齢
な
ど
で
収
集
場

所
に
出
せ
な
い
場
合
は
戸
別
収
集

し
ま
す
。「
燃
や
せ
る
ご
み
」の
日
が

木
曜
の
地
区
は
20
日
㈭
、金
曜
の
地

区
は
21
日
㈮
に
出
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

 

エ
ル
タ
ッ
ク
ス（
e
L
T
A
X
）は
、

北
海
道
の
法
人
道
民
税・事
業
税・

特
別
法
人
事
業
税
や
各
種
間
接
税
、

市
町
村
の
法
人
市
町
村
民
税
な
ど

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】 

※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

27
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

4
日
㈫
〜
26
日
㈬

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課

（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

☎
72・3
1
6
5

 
本
年
度
最
後
の
収
集
日
で
す
。終

了
後
は
有
料
収
集
と
な
り
ま
す
の

で
、指
定
ご
み
袋
で
燃
や
せ
る
ご
み

の
日
に
玄
関
前
に
出
し
て
く
だ
さ

い
。公
園
利
用
者
や
近
隣
住
民
の
迷

惑
に
な
り
ま
す
の
で
、公
園
に
は
絶

対
に
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

収
集
日 

19
日
㈬

※
障
が
い
や
高
齢
な
ど
で
収
集
場

所
に
出
せ
な
い
場
合
は
戸
別
収
集

し
ま
す
。「
燃
や
せ
る
ご
み
」の
日
が

木
曜
の
地
区
は
20
日
㈭
、金
曜
の
地

区
は
21
日
㈮
に
出
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

 

エ
ル
タ
ッ
ク
ス（
e
L
T
A
X
）は
、

北
海
道
の
法
人
道
民
税・事
業
税・

特
別
法
人
事
業
税
や
各
種
間
接
税
、

市
町
村
の
法
人
市
町
村
民
税
な
ど

の
申
告
や
届
け
出
、納
税
が
行
え
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

問
合
せ 

札
幌
道
税
事
務
所
税
務
管
理
部

☎
0
1
1・2
0
4・5
0
8
3

石
狩
振
興
局
課
税
課

☎
0
1
1・2
8
1・7
9
3
7

支
払
日 

11
日
㈫

※
昨
年
7
月
に
案
内
し
た
現
況
届

が
未
提
出
の
方
に
は
支
払
い
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、至
急
ご
連
絡
く
だ

さ
い

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）☎
72・3
1
2
8

発
送
時
期 
11
月
上
旬

※
11
日
㈫
を
過
ぎ
て
も
届
か
な
い

場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

対
象 

11
月
1
日
時
点
で
就
学
援
助

の
認
定
を
受
け
て
い
る
、ス
キ
ー
授

業
が
あ
る
小
学
1・4
年
生
、中
学

1
年
生
、義
務
教
育
学
校
1・4・7

年
生
が
い
る
世
帯

問
合
せ 

学
校
教
育
課

☎
72・3
1
7
1

対
象 

小
学
生

日
時 

学
校
冬
季
休
業
日
8
時
〜
18

時
30
分（
日・祝
日
、年
末
年
始
除
く
）

必
要
な
物 

印
鑑
、就
労
証
明
書（
夏

休
み
に
提
出
済
み
の
方
は
不
要
）

費
用 

日
額
3
0
0
円 

※
別
途
保
険

代
。欠
席
分
の
利
用
料
は
還
付
不
可

そ
の
ほ
か 

申
し
込
み
多
数
時
調
整
、定

員
に
達
し
て
い
る
ク
ラ

ブ
は
申
込
不
可
、詳
細

は
市
H
P
を
要
確
認

申
込
期
間 

4
日
㈫
〜
21
日
㈮

申
込・問
合
せ 

子
ど
も
政
策
課（
市
役

所
1
階
18
番
窓
口
）☎
72・3
1
9
2

　
1
月
〜
9
月
に
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
方
に
社
会
保
険
料（
国

民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
が
11

月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付

さ
れ
ま
す
。所
得
税
や
住
民
税
の
申
告

で
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
、年
末
調
整
や
確

定
申
告
の
際
は
こ
の
証
明
書（
ま
た
は

領
収
証
書
）を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
家
族
の
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合

も
、本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、家
族
宛

て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付

市役所（花川北6・1・30・2）
りんくる（花川北6・1・41・1）

問

市
長
室
開
放

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

み
ど
り
の
リ
サ
イ
ク
ル

し
、申
告
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、10
月

〜
12
月
に
今
年
初
め
て
保
険
料
を
納

付
し
た
方
に
は
、来
年
2
月
上
旬
に

送
付
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ 

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0・0
0
3・0
0
4

札
幌
北
年
金
事
務
所

☎
0
1
1・7
1
7・4
1
1
5

　
11
月
10
日
〜
16
日
は
ア
ル
コ
ー
ル

関
連
問
題
啓
発
週
間
で
す
。お
酒
は

健
康
だ
け
で
な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
影
響

を
及
ぼ
し
ま
す
。一
人
一
人
が
ア
ル

コ
ー
ル
の
リ
ス
ク
を
理
解
し
、自
分
に

合
っ
た
飲
酒
量
を
決
め
、健
康
に
配
慮

し
た
飲
酒
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

【
お
酒
と
の
付
き
合
い
方
を
見
直
し
て

み
よ
う（
飲
酒
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
よ
り
）】

○
自
ら
の
飲
酒
状
況
な
ど
を
把
握

　
し
ま
し
ょ
う

○
量
を
決
め
て
飲
酒
し
ま
し
ょ
う

○
飲
酒
前
、飲
酒
中
に
食
事
を
と
り

　
ま
し
ょ
う

○
飲
酒
の
合
間
に
水

　
を
飲
み
ま
し
ょ
う

○
1
週
間
の
う
ち
飲

　
ま
な
い
日
を
設
け
ま
し
ょ
う

【
ア
ル
コ
ー
ル
ウ
ォッ
チ
】

　
適
正
な
純
ア
ル
コ
ー
ル
量
は
１
日

20
ｇ
で
す
。お
酒
の
種
類
を
選
ぶ
だ

け
で
、純
ア
ル
コ
ー
ル
量
と
お
酒
の

分
解
に
か
か
る
時

間
を
簡
単
に
計
算

で
き
ま
す
。

　
自
分
の
健
康
管
理
の
1
つ
と
し
て

ぜ
ひ
活
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ 

健
康
推
進
課

☎
72・3
1
2
4

対
象 

オ
ス
ト
メ
イ
ト
当
事
者
、家
族
、

友
人
、医
療
関
係
者
な
ど

日
時 

15
日
㈯
13
時
30
分
〜
16
時

（
受
付
12
時
45
分
〜
）

場
所 

札
幌
市
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー（
札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
2・6
）

講
師 

皮
膚・排
泄
ケ
ア
認
定
看
護
師     

そ
の
ほ
か 

13
時
か
ら
ス
ト
ー
マ
装
具

類
の
展
示
と
製
品
紹
介
あ
り   

問
合
せ （
公
社
）日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協

会
北
海
道
支
部 

事
務
局
長 

中
山
さ
ん

☎
0
1
1・7
6
4・2
8
2
4

　

高
齢
者
や
体
が
不
自
由
な
方
の

住
宅
な
ど
の
除
雪
を
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
行
う
団
体
に
交
付
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。制
度
の
利
用
を
検
討

し
て
い
る
団
体
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ 

高
齢
者
支
援
課

☎
72・7
0
1
4

児
童
扶
養
手
当

就
学
援
助
ス
キ
ー
用
具

引
換
券
の
発
送

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

▲詳細

市民の声を活かす条例 審議会のうごき

9月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

開催日 名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

公
開 03 市民図書館協議会

（市民図書館） 図書館要覧について

公
開 510 地域公共交通活性化協議

会（企画課）
本町花川線デマンド型交
通事業について

公
開 025 浜益区地域協議会

（浜益支所地域振興課）
第10期総括・次期委員へ
の引継ぎ事項の検討につ
いて

非
公
開

22 障害者総合支援認定審査
会（障がい福祉課）

障害者総合支援法に基づ
く介護給付等申請者の障
害支援区分の審査

要介護、要支援の審査・判
定（9月中8回開催）

介護認定審査会
（高齢者支援課）

非
公
開

　公開される審議会などの開催予定は、あい·ボードや市ＨＰな
どで、都度お知らせしています。議事録は、市情報公開コー
ナー（市役所1階）と市ＨＰで閲覧できます。　行政サービスの向上に努め、市

職員への不当要求行為などを防
止するため、11月から一部の電
話応対で通話内容を録音（記録）
する運用を開始します。

録音を行う際は原則、通話の冒頭で自動音声による案内を行
います。なお、通話記録は必要な範囲内でのみ利用し、個人情
報の保護に関する法律に基づき、適切に管理します。

令和7年11月から
外部からの電話応対を行う一部の部署
※対象部署は市HPに掲載します

開始時期
対象部署

電話応対の通話内容を録音します
総務課☎72･3149問

▲市HP

通話記録の概要
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11/30は「年金の日」です。日本年金機構HPやマイナポータルアプリから「ねんきんネット」に利用登録すると、自身の年金記録の確認や
将来の年金受給見込額をさまざまなパターンで試算ができます。（日本年金機構専用ダイヤル☎0570・058・555）

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

7
日
㈮
10
時
〜
12
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

5
日
㈬
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方（
マ
イ
ナ
免
許
証
の

継
続
利
用
を
希
望
す
る
方
除
く
）

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
9
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
27
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

の
申
告
や
届
け
出
、納
税
が
行
え
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

問
合
せ 

札
幌
道
税
事
務
所
税
務
管
理
部

☎
0
1
1・2
0
4・5
0
8
3

石
狩
振
興
局
課
税
課

☎
0
1
1・2
8
1・7
9
3
7

支
払
日 

11
日
㈫

※
昨
年
7
月
に
案
内
し
た
現
況
届

が
未
提
出
の
方
に
は
支
払
い
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、至
急
ご
連
絡
く
だ

さ
い

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）☎
72・3
1
2
8

発
送
時
期 

11
月
上
旬

※
11
日
㈫
を
過
ぎ
て
も
届
か
な
い

場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

対
象 

11
月
1
日
時
点
で
就
学
援
助

の
認
定
を
受
け
て
い
る
、ス
キ
ー
授

業
が
あ
る
小
学
1・4
年
生
、中
学

1
年
生
、義
務
教
育
学
校
1・4・7

年
生
が
い
る
世
帯

問
合
せ 

学
校
教
育
課

☎
72・3
1
7
1

対
象 
小
学
生

日
時 
学
校
冬
季
休
業
日
8
時
〜
18

時
30
分（
日・祝
日
、年
末
年
始
除
く
）

必
要
な
物 

印
鑑
、就
労
証
明
書（
夏

休
み
に
提
出
済
み
の
方
は
不
要
）

費
用 

日
額
3
0
0
円 
※
別
途
保
険

代
。欠
席
分
の
利
用
料
は
還
付
不
可

そ
の
ほ
か 

申
し
込
み
多
数
時
調
整
、定

員
に
達
し
て
い
る
ク
ラ

ブ
は
申
込
不
可
、詳
細

は
市
H
P
を
要
確
認

申
込
期
間 

4
日
㈫
〜
21
日
㈮

申
込・問
合
せ 

子
ど
も
政
策
課（
市
役

所
1
階
18
番
窓
口
）☎
72・3
1
9
2

　
1
月
〜
9
月
に
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
方
に
社
会
保
険
料（
国

民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
が
11

月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付

さ
れ
ま
す
。所
得
税
や
住
民
税
の
申
告

で
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
、年
末
調
整
や
確

定
申
告
の
際
は
こ
の
証
明
書（
ま
た
は

領
収
証
書
）を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
家
族
の
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合

も
、本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、家
族
宛

て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付

し
、申
告
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、10
月

〜
12
月
に
今
年
初
め
て
保
険
料
を
納

付
し
た
方
に
は
、来
年
2
月
上
旬
に

送
付
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ 

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0・0
0
3・0
0
4

札
幌
北
年
金
事
務
所

☎
0
1
1・7
1
7・4
1
1
5

　
11
月
10
日
〜
16
日
は
ア
ル
コ
ー
ル

関
連
問
題
啓
発
週
間
で
す
。お
酒
は

健
康
だ
け
で
な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
影
響

を
及
ぼ
し
ま
す
。一
人
一
人
が
ア
ル

コ
ー
ル
の
リ
ス
ク
を
理
解
し
、自
分
に

合
っ
た
飲
酒
量
を
決
め
、健
康
に
配
慮

し
た
飲
酒
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

【
お
酒
と
の
付
き
合
い
方
を
見
直
し
て

み
よ
う（
飲
酒
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
よ
り
）】

○
自
ら
の
飲
酒
状
況
な
ど
を
把
握

　
し
ま
し
ょ
う

○
量
を
決
め
て
飲
酒
し
ま
し
ょ
う

○
飲
酒
前
、飲
酒
中
に
食
事
を
と
り

　
ま
し
ょ
う

○
飲
酒
の
合
間
に
水

　
を
飲
み
ま
し
ょ
う

○
1
週
間
の
う
ち
飲

　
ま
な
い
日
を
設
け
ま
し
ょ
う

【
ア
ル
コ
ー
ル
ウ
ォッ
チ
】

　
適
正
な
純
ア
ル
コ
ー
ル
量
は
１
日

20
ｇ
で
す
。お
酒
の
種
類
を
選
ぶ
だ

け
で
、純
ア
ル
コ
ー
ル
量
と
お
酒
の

分
解
に
か
か
る
時

間
を
簡
単
に
計
算

で
き
ま
す
。

　
自
分
の
健
康
管
理
の
1
つ
と
し
て

ぜ
ひ
活
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ 

健
康
推
進
課

☎
72・3
1
2
4

対
象 

オ
ス
ト
メ
イ
ト
当
事
者
、家
族
、

友
人
、医
療
関
係
者
な
ど

日
時 

15
日
㈯
13
時
30
分
〜
16
時

（
受
付
12
時
45
分
〜
）

場
所 

札
幌
市
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー（
札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
2・6
）

講
師 

皮
膚・排
泄
ケ
ア
認
定
看
護
師     

そ
の
ほ
か 

13
時
か
ら
ス
ト
ー
マ
装
具

類
の
展
示
と
製
品
紹
介
あ
り   

問
合
せ （
公
社
）日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協

会
北
海
道
支
部 

事
務
局
長 

中
山
さ
ん

☎
0
1
1・7
6
4・2
8
2
4

　

高
齢
者
や
体
が
不
自
由
な
方
の

住
宅
な
ど
の
除
雪
を
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
行
う
団
体
に
交
付
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。制
度
の
利
用
を
検
討

し
て
い
る
団
体
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ 

高
齢
者
支
援
課

☎
72・7
0
1
4

▲市HP

オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
た
め
の

医
療
講
演
会

ふ
れ
あ
い
雪
か
き
運
動

交
付
金
交
付
制
度

冬
休
み
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

一
時
利
用
申
し
込
み

ア
ル
コ
ー
ル
の
リ
ス
ク
を

理
解
す
る
た
め
に

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
の
送
付

▲詳細

▲アルコール
　ウォッチ

は
い
せ
つ

　こどもの権利侵害に際し、市では速やかにその回復を図るため「石狩市こ
どもの権利救済委員会」を設置しています。そこで弁護士の立場から委員を
担うのが上岡由紀子さんです。
　札幌弁護士会の「子どもの権利委員会」に所属し、少年事件や未成年後
見、学校問題など多岐にわたるこどもの問題と向き合う上岡さんが今年、委
員会の中でメインで担当したのは小･中学校で行う「いじめ予防授業」です。
　「授業ではよく傍観者教育を取り上げています。私たちはいじめる子･いじ
められる子だけでなく、周囲で見ている子がどんな形で関わるかによって、
いじめが深刻化するのか収束するのかが大きく分かれると考えているからで
す。例えば大丈夫？と声をかける、クラスの雰囲気を変えるために別の話題
にするなど、周囲のこどもたちができる、いじめの解決につながる具体的な
行動を示します。こうした授業を通じて、こどもたちの気持ちや行動が変わっ
てくれることを目指しています」
　こどもの意見表明権がクローズアップされる今、石狩市には〈こどもが意見を
持ち、それを表明し、他者と意見交換ができるまち〉であってほしいと願います。
　「救済委員の一人として、私もそのプロセスの実現に向け、お手伝いがで
きたらと強く思っているところです」

子ども政策課☎72･3192問シリーズ こどもの権利を守るまち
こどもの権利救済委員会の役割～上岡由紀子委員に聞く

群馬県出身。弁護士。所
属する札幌弁護士会では
子どもの権利委員会など
の委員を担当。北海道い
じめ問題審議会特別委員
のほか、個人として学校
事件･事故被害者全国弁
護団にも参画。2児の母。

プロフィル

　自分の意見を持つこと、それを表明しても不利益
にはならないという意識の醸成は、こどもにとって
非常に重要なことだと思っています。それがこども
時代の幸せでもあり、安全な生活につながり、ひい
ては彼らが大人になった時、しっかりと自分の意見を
表現できるようになるはずです。まちとしても今、と
ても大切な時期にあるのだと強く感じています。

石狩市こどもの権利
救済委員会
上岡由紀子 委員

かみ おか


